
 

北九州都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

の変更（福岡県決定）について（諮問） 

 

 

１ これまでの経緯と今後の対応方針 

福岡県は、「北九州都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の見直しを  

進めています。本市は、昨年８月、見直し素案に対する意見を都市計画審議会に照会  

したうえで、福岡県へ提出しました。このたび、その意見への対応を含めた見直し原案

が福岡県から提示されました。 

今後、都市計画法第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定に  

基づき、本市への意見照会が予定されています。これに対し、本市としては、福岡県へ

の回答に先立ち、都市計画審議会に諮問いたします。 

 

 

２ 都市計画の種類及び名称 

  北九州都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更 

 

 

３ 意見照会の回答（案） 

  福岡県の都市計画案に異存ありません。 
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